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(57)【要約】
【課題】高速連続撮影を可能にする。
【解決手段】撮像兼焦点検出素子により焦点検出のため
の撮像を行って位相差ＡＦにより焦点調節を行った後に
、撮像兼焦点検出素子により撮影のための撮像を行って
被写体像を取得するデジタルカメラにおいて、撮影時に
複数の焦点検出用画素から出力される対の焦点検出信号
をメモリに記憶するとともに、今回の撮影が前回の撮影
に続く連続撮影か否かを判定し（Ｓ２２）、連続撮影と
判定されたときは、位相差ＡＦによってメモリから前回
の撮影時の対の焦点検出信号を読み出し（Ｓ２５）、こ
の対の焦点検出信号に基づいて焦点調節を行う（Ｓ２６
～Ｓ２９）。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の撮像用画素と、撮影光学系の射出瞳上の対の領域を通過した対の光束を受光する
複数の焦点検出用画素とが平面上に配列され、前記撮影光学系により結像される像を受光
して画像信号を出力する撮像兼焦点検出素子と、
　前記複数の焦点検出用画素から出力される前記対の光束に対応する対の焦点検出信号の
位相差に基づいて前記撮影光学系の焦点調節状態を検出し、前記撮影光学系の焦点調節を
行う焦点調節手段とを備え、
　前記撮像兼焦点検出素子により焦点検出のための撮像を行って前記焦点調節手段により
焦点調節を行った後に、前記撮像兼焦点検出素子により撮影のための撮像を行って被写体
像を取得するデジタルカメラにおいて、
　撮影時に前記複数の焦点検出用画素から出力される対の焦点検出信号を記憶する記憶手
段と、
　今回の撮影が前回の撮影に続く連続撮影か否かを判定する判定手段とを備え、
　前記焦点調節手段は、前記判定手段で連続撮影と判定されたときは、前記記憶手段から
前回の撮影時の前記対の焦点検出信号を読み出し、この対の焦点検出信号に基づいて焦点
調節を行うことを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記判定手段は、前回の撮影から今回の撮影までの経過時間を計時し、この経過時間が
所定時間未満の場合には連続撮影であると判定することを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項３】
　請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記判定手段は、連続撮影モードが設定されている場合には連続撮影であると判定する
ことを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項４】
　請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記判定手段は、カメラの変位量を検出し、この変位量が所定量未満の場合には連続撮
影であると判定することを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のデジタルカメラにおいて、
　前記焦点調節手段は、前記判定手段で連続撮影と判定されたときは、前記記憶手段から
過去複数回の撮影時の前記対の焦点検出信号を読み出し、これらの対の焦点検出信号に基
づいて焦点調節を行うことを特徴とするデジタルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタルカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像用画素を二次元状に配列した素子の一部を焦点検出用画素に置き換え、撮影レンズ
により結像された被写体像の画像信号を出力するとともに、撮影レンズの焦点調節状態を
示す焦点検出信号を出力する撮像兼焦点検出素子を備えた撮像装置が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この出願の発明に関連する先行技術文献としては次のものがある。
【特許文献１】特開２０００－２９２６８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　上述した従来の撮像装置では、撮像兼焦点検出素子の焦点検出用画素から出力される焦
点検出信号に基づいて撮影レンズの焦点調節を行うので、撮像兼焦点検出素子により被写
体像を撮像する前に焦点調節のための被写体像を撮像しなければならず、連続撮影を行う
場合には連写速度を上げられないという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）　請求項１の発明は、複数の撮像用画素と、撮影光学系の射出瞳上の対の領域を通
過した対の光束を受光する複数の焦点検出用画素とが平面上に配列され、撮影光学系によ
り結像される像を受光して画像信号を出力する撮像兼焦点検出素子と、複数の焦点検出用
画素から出力される対の光束に対応する対の焦点検出信号の位相差に基づいて撮影光学系
の焦点調節状態を検出し、撮影光学系の焦点調節を行う焦点調節手段と、撮像兼焦点検出
素子により焦点検出のための撮像を行って焦点調節手段により焦点調節を行った後に、撮
像兼焦点検出素子により撮影のための撮像を行って被写体像を取得するデジタルカメラに
おいて、撮影時に複数の焦点検出用画素から出力される対の焦点検出信号を記憶する記憶
手段と、今回の撮影が前回の撮影に続く連続撮影か否かを判定する判定手段とを備え、焦
点調節手段は、判定手段で連続撮影と判定されたときは、記憶手段から前回の撮影時の対
の焦点検出信号を読み出し、この対の焦点検出信号に基づいて焦点調節を行う。
（２）　請求項２のデジタルカメラは、判定手段によって、前回の撮影から今回の撮影ま
での経過時間を計時し、この経過時間が所定時間未満の場合には連続撮影であると判定す
るようにしたものである。
（３）　請求項３のデジタルカメラは、判定手段によって、連続撮影モードが設定されて
いる場合には連続撮影であると判定するようにしたものである。
（４）　請求項４のデジタルカメラは、判定手段によって、カメラの変位量を検出し、こ
の変位量が所定量未満の場合には連続撮影であると判定するようにしたものである。
（５）　請求項５のデジタルカメラは、焦点調節手段によって、判定手段で連続撮影と判
定されたときは、記憶手段から過去複数回の撮影時の対の焦点検出信号を読み出し、これ
らの対の焦点検出信号に基づいて焦点調節を行うようにしたものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、連続撮影時の撮影駒間隔を短縮でき、従来のカメラの連続撮影よりも
高速の連続撮影が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１は一実施の形態のデジタルカメラの構成を示す図である。撮影レンズ１はズーミン
グレンズ１ａ、絞り１ｂ、フォーカシングレンズ１ｃなどから構成され、被写体像を撮像
兼焦点検出素子２の受光面に結像する。撮像兼焦点検出素子２は撮像用画素と焦点検出用
画素とを有し、撮影レンズ１により結像された被写体像の画像信号を出力するとともに、
撮影レンズ１の焦点調節状態を示す焦点検出信号を出力する。この撮像兼焦点検出素子２
の詳細については後述する。
【０００８】
　信号処理回路３は、撮像兼焦点検出素子２から出力される画像信号および焦点検出信号
に増幅処理やゲイン調整を施す回路である。Ａ／Ｄコンバーター４は処理後の画像信号お
よび焦点検出信号をデジタル信号に変換する。画像処理回路５は、画像信号に各種の補正
処理や圧縮処理を施すとともに、撮像時に焦点検出用画素の出力を周辺の撮像用画素の出
力により補完して画像信号を生成する回路である。記録装置６はメモリカードなどの着脱
可能な記録媒体に撮影画像を記録し、表示装置７はカメラ背面に設けられるＬＣＤに撮影
画像のスルー画像や各種撮影に関する情報を表示する。
【０００９】
　駆動回路８は絞り１ｂとフォーカシングレンズ１ｃを駆動制御し、タイミングジェネレ
ーター（Ｔ／Ｇ）９は撮像兼焦点検出素子２、信号処理回路３、Ａ／Ｄコンバーター４お
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よび画像処理回路５へ各処理を開始または終了させるためのタイミング信号を出力する。
制御装置１０はＣＰＵ１０ａ、メモリ１０ｂ、タイマー１０ｃなどを備え、画像処理回路
５、記録装置６、表示装置７、駆動回路８、およびタイミングジェネレーター９を制御し
てカメラのシーケンス制御、撮像制御、焦点検出制御、焦点調節制御、画像処理制御、画
像記録制御、画像表示制御などを行う。なお、メモリ１０ｂは撮像兼焦点検出素子２から
出力される焦点検出信号の履歴データを記憶し、タイマー１０ｃは前回の撮影時（シャッ
ターレリーズ時）から今回のシャッターレリーズまでの経過時間を計時する。
【００１０】
　制御装置１０にはカメラの各種操作を行うためのスイッチ、コマンドダイヤル、方向キ
ーなどの操作部材１１が接続されている。操作部材１１には、シャッターボタンの半押し
操作に連動してオン、オフするレリーズ半押しスイッチ、シャッターボタンの全押し操作
に連動してオン、オフするレリーズスイッチ、連続撮影モードなどの各種撮影モードを切
り換える撮影モードセレクターなどが含まれる。
【００１１】
　変位検出器１２は、加速度センサーや傾きセンサーなどによりカメラの変位量を検出す
る。特に、前回のシャッターレリーズ時（撮影時）のカメラの撮影方向（撮影レンズの光
軸方向）や縦位置または横位置などの撮影姿勢などの撮影位置から、今回のシャッターレ
リーズまでの撮影位置の変位量を検出する。前回の撮影時からの撮影方向や撮影姿勢など
のカメラの変位量が所定値以下の場合には、前回の撮影時と同一の主要被写体を継続して
捕捉していると考えられ、連続撮影であると判定する。
【００１２】
　図２～図６は撮像兼焦点検出素子２の構造を示す図である。図２は撮像兼焦点検出素子
２を構成する画素２０の断面図であり、撮像兼焦点検出素子２はこのような画素２０が二
次元状に配列されたものである。各画素２０は光電変換部２１の前にマイクロレンズ２２
が配置され、光電変換部２１は全画素共通の半導体基板２３上に形成される。
【００１３】
　図３は撮像兼焦点検出素子２の正面（受光面）図であり、焦点検出用画素列２ａ、２ｂ
、２ｃ、２ｄ、２ｅ、２ｆの配置を示す。図４～図６に示すように、焦点検出用画素列２
ａ～２ｆは、図２に示す画素２０のマイクロレンズ２２の前面に遮光マスク２４を設けた
焦点検出用画素２０Ａと２０Ｂを交互に一列に配列したものである。焦点検出用画素列２
ａ～２ｆは、撮影レンズ１の撮影画面に設定された複数の焦点検出エリアのそれぞれに対
応する位置に配置されている。なお、この明細書では焦点検出用画素２０Ａ、２０Ｂ以外
の画素２０を便宜上、撮像用画素と呼ぶ。
【００１４】
　遮光マスク２４は、マイクロレンズ２２の頂点を通る円弧でマイクロレンズ２２の表面
を二分したときの片方の表面を覆うように設けられ、隣接する焦点検出用画素２０Ａと２
０Ｂで遮光マスク２４による遮光面が対称となるように配置される。換言すれば、焦点検
出用画素列２ａ～２ｆでは、焦点検出用画素２０Ａと２０Ｂの遮光マスク２４による遮光
面が互い違いになるように、焦点検出用画素２０Ａと２０Ｂが交互に配列される。
【００１５】
　撮影画面の横方向（左右方向）に対応して配列される焦点検出用画素列２ａ、２ｂ、２
ｃでは、図５に示すように、遮光マスク２４による遮光面が横方向に互い違いになるよう
に、焦点検出用画素２０Ａと２０Ｂが交互に配列される。また、撮影画面の縦方向（上下
方向）に対応して配列される焦点検出用画素列２ｄ、２ｅ、２ｆでは、図６に示すように
、遮光マスク２４による遮光面が縦方向に互い違いになるように、焦点検出用画素２０Ａ
と２０Ｂが交互に配列される。
【００１６】
　この撮像兼焦点検出素子２は撮影レンズ１の予定焦点面に配置され、焦点検出用画素２
０Ａ、２０Ｂ以外の各撮像用画素は撮影レンズ１の射出瞳を通過した被写体からの光束を
受光する。一方、各焦点検出用画素２０Ａ、２０Ｂは、図４に示すように、撮影レンズ１



(5) JP 2008-310072 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

の射出瞳を横（左右）方向または縦（上下）方向に二分したときの一方の領域を通過した
光束（ここでは、焦点検出用光束という）２５または２６を受光する。換言すれば、焦点
検出用画素列２ａ～２ｆでは、焦点検出用画素２０Ａが撮影レンズ１による被写体像を右
または上からにらみ、焦点検出用画素２０Ｂが撮影レンズ１による被写体像を左または下
からにらんでいる。
【００１７】
　各焦点検出用画素列２ａ～２ｆにおいて、撮影レンズ１の射出瞳の一対の領域の内の、
一方の領域を通過した焦点検出用光束２５を受光する焦点検出用画素２０Ａの出力信号列
と、他方の領域を通過した焦点検出用光束２６を受光する焦点検出用画素２０Ｂの出力信
号列との相対的なずれ量、つまり位相差を検出し、これら一対の信号列のずれ量すなわち
位相差に基づいて撮影レンズ１の焦点調節状態すなわちデフォーカス量を検出することが
できる。
【００１８】
　横方向の焦点検出用画素列２ａ、２ｂ、２ｃでは、撮影レンズ１の射出瞳の横（左右）
方向の一対の領域を通過した一対の焦点検出用光束２５と２６のずれ量を検出し、撮影画
面の横方向における撮影レンズ１のデフォーカス量を検出する。一方、縦方向の焦点検出
用画素列２ｄ、２ｅ、２ｆでは、撮影レンズ１の射出瞳の縦（上下）方向の一対の領域を
通過した一対の焦点検出用光束２５と２６のずれ量を検出し、撮影画面の縦方向における
撮影レンズ１のデフォーカス量を検出する。
【００１９】
　図７および図８は、焦点検出用画素列２ａ～２ｆから出力される一対の出力信号列を示
す。各焦点検出用画素列（２ａ～２ｆ）の出力信号列において、撮影レンズ１の射出瞳の
一方の領域を通過した焦点検出用光束２５（図４参照）を受光した焦点検出用画素２０Ａ
の信号列３１と、他方の領域を通過した焦点検出用光束２６を受光した焦点検出用画素２
０Ｂの信号列３２とを比較する。このとき、一対の信号列３１と３２を互いにシフトさせ
て比較するが、各焦点検出用画素列（２ａ～２ｆ）の全範囲にわたって比較演算を行うこ
とはできないので、焦点検出用画素列の内の図中のハッチング領域で示す“画素出力比較
領域”内において比較演算を行う。
【００２０】
　今、ある焦点検出用画素列において図７に示すような一対の焦点検出信号列３１、３２
が検出されたときに、画素出力比較領域において一対の焦点検出信号列３１と３２を互い
にシフトさせながら一対の信号列３１と３２の相関量を演算し、図８に示すように画素出
力比較領域内で一対の焦点検出信号列３１と３２の相関量が最小になるまでシフトする。
相関量が最小になったときのシフト量が撮影レンズ１のピントずれ量に相当し、焦点検出
用画素列（２ａ～２ｆ）の画素ピッチ、マイクロレンズ２２の仕様などにより決まる変換
係数を用いてピントずれ量をデフォーカス量に変換する。
【００２１】
　ここで、図９を参照し、ある焦点検出用画素列を例に上げて瞳分割型位相差検出方式の
相関演算処理について説明する。ある焦点検出用画素列の一対の信号列３１と３２をそれ
ぞれｅｉ，ｆｉ（ただしｉ＝１～ｍ）とすると、まず（１）式に示す差分型相関アルゴリ
ズムによって相関量Ｃ（Ｌ）を求める。
　Ｃ(Ｌ)＝Σ｜ｅ(ｉ＋Ｌ)－ｆ(ｉ)｜　・・・（１）
（１）式において、Ｌは整数であり、一対の信号列ｅｉ，ｆｉのピッチを単位とした相対
的シフト量である。また、Ｌのとる範囲はＬｍｉｎ～Ｌｍａｘ（図９に示す例では－５～
＋５）である。さらに、Σはパラメーターｉの範囲の総和演算を表し、パラメータｉのと
る範囲はｐからｑまでであり、１≦ｐ＜ｑ≦ｍの条件を満足するように定められる。ｐと
ｑの値によって上述した画素出力比較領域の大きさが設定される。
【００２２】
　（１）式による演算結果は、図９（ａ）に示すように、一対の信号列ｅｉ，ｆｉの相関
が高いシフト量Ｌ＝ｋj（図９（ａ）ではｋj＝２）において相関量Ｃ（Ｌ）が最小になる
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。次に、（２）～（５）式による３点内挿の手法を用いて連続的な相関量に対する最小値
Ｃ（Ｌ）min＝Ｃ（ｘ）を与えるシフト量ｘを求める。
　ｘ＝ｋj＋Ｄ／ＳＬＯＰ　・・・（２）、
　Ｃ(ｘ)＝ Ｃ(ｋj)－｜Ｄ｜　・・・（３）、
　Ｄ＝｛Ｃ(ｋj-１)-Ｃ(ｋ j＋１)｝／２　・・・（４）、
　ＳＬＯＰ＝ＭＡＸ｛Ｃ(ｋj＋１)-Ｃ(ｋ j)，Ｃ(ｋj-１)－Ｃ(ｋ j)｝　・・・（５）
また、算出したシフト量ｘに基づいて被写体像面の予定焦点面に対するデフォーカス量Ｄ
ＥＦを（６）式により求めることができる。
　ＤＥＦ＝ＫＸ・ＰＹ・ｘ　・・・（６）
（６）式において、ＰＹは検出ピッチであり、ＫＸは上述した射出瞳上の一対の領域の重
心の開き角の大きさによって決まる変換係数である。
【００２３】
　算出されたデフォーカス量ＤＥＦに信頼性があるかどうかは、以下のようにして判定す
る。図９（ｂ）に示すように、一対の信号列ｅｉ，ｆｉの相関度が低い場合は、内挿され
た相関量の最小値Ｃ(Ｘ)の値が大きくなる。したがって、Ｃ(Ｘ)が所定値以上の場合は信
頼性が低いと判定する。あるいは、相関量の最小値Ｃ(Ｘ)を信号列ｅｉ，ｆｉのコントラ
ストで規格化するために、コントラストに比例した値となるＳＬＯＰで相関量最小値Ｃ(
Ｘ)を徐した値が所定値以上の場合は信頼性が低いと判定する。あるいはまた、コントラ
ストに比例した値となるＳＬＯＰが所定値以下の場合は、被写体が低コントラストであり
、算出されたデフォーカス量ＤＥＦの信頼性が低いと判定する。なお、図９（ｃ）に示す
ように、一対の信号列ｅｉ，ｆｉの相関度が低く、シフト範囲Ｌmin～Ｌmaxの間で相関量
Ｃ（Ｌ）の落ち込みがない場合は、最小値Ｃ(Ｘ)を求めることができず、このような場合
は焦点検出不能と判定する。
【００２４】
　図１０～図１３は一実施の形態の撮影動作を示すフローチャートである。なお、これら
の図に示す撮影動作では、測光および露出演算などの本願発明と直接的に関係のないカメ
ラの動作については図示と説明を省略する。操作部材１１のシャッターボタンが半押しさ
れるとレリーズ半押しスイッチがオンし、制御装置１０のＣＰＵ１０ａは図１０に示す撮
影動作を開始する。
【００２５】
　図１０のステップ１において操作部材１１のシャッターボタンが全押しされたか、すな
わちレリーズスイッチがオンしたか否かを判別し、レリーズ操作がなされた場合はステッ
プ２へ進み、図１１に示す連続撮影判定サブルーチンを実行し、連続撮影か否かを判定す
る。
【００２６】
　図１１に示す連続撮影判定サブルーチンのステップ１１において、タイマー１０ｃで計
時している前回の撮影時（シャッターレリーズ時）からの経過時間が所定時間以上になっ
たか否かを判別する。この一実施の形態では所定時間を例えば１秒とする。前回の撮影時
から今回のシャッターレリーズまでの経過時間が１秒以上の場合はステップ１５へ進み、
連続撮影を行っていないと判定する。一方、前回の撮影時からの経過時間が１秒未満のと
きはステップ１２へ進み、操作部材１１の撮影モードセレクターにより連続撮影モードが
設定されているか否かを判別する。
【００２７】
　連続撮影モードが設定されていない場合はステップ１４へ進み、変位検出器１２による
変位量の検出結果に基づいて前回の撮影時（シャッターレリーズ時）からカメラが所定量
以上変位しているか否かを判別する。前回の撮影時からの変位量が所定量未満の場合には
、前回の撮影時と同一の主要被写体を継続して捕捉していると判断し、ステップ１３へ進
んで連続撮影であると判定する。一方、前回の撮影時からの経過時間は１秒未満であるが
、前回の撮影時からの変位量が所定量以上の場合はステップ１５へ進み、前回の撮影時と
同一の主要被写体を捕捉している可能性は低く、連続撮影でないと判定する。連続撮影か
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否かの判定後、図１０のステップ３へリターンする。
【００２８】
　リターン後の図１０のステップ３では連続撮影と判定されたか否かを確認し、連続撮影
でないと判定された場合はステップ４およびステップ５の処理を行う。ステップ４では連
続撮影カウンター（ＣＰＵ１０ａによるソフトウエアカウンター）を０にリセットし、続
くステップ５ではメモリ１０ｂに記憶されている焦点検出信号の履歴データを初期化する
。次に、ステップ６で図１２に示す焦点調節サブルーチンを実行し、撮影レンズ１の焦点
調節を行う。
【００２９】
　図１２に示す焦点調節サブルーチンのステップ２１において、焦点調節処理に先立ち、
焦点検出不能時に再度焦点検出を行うことを示すリトライフラグに０を設定してリセット
する。続くステップ２２で連続撮影カウンターの値が０、つまり連続撮影でないか、また
は連続撮影であっても最初の１枚目の撮影であるかを判別する。連続撮影でない場合、ま
たは連続撮影の１枚目の撮影の場合にはステップ２３へ進み、撮像兼焦点検出素子２によ
り焦点検出のための撮像を行う。続くステップ２４では焦点検出用画素列２ａ～２ｆ（図
３参照）から信号処理回路３およびＡ／Ｄコンバーターを介して焦点検出信号を取得する
。一方、連続撮影カウンターの値が０でない場合、つまり、連続撮影の２枚目以降の場合
はステップ２５へ進み、メモリ１０ｂに記憶されている焦点検出信号の履歴データ、すな
わち過去の撮影時に取得した焦点検出信号データを読み出す。
【００３０】
　ステップ２６において、非連続撮影時または連続撮影時の１枚目の撮像で得た焦点検出
信号、または過去の焦点検出信号に基づいて上述した焦点検出演算（相関演算）を行い、
撮影レンズ１の焦点調節状態を示すデフォーカス量を検出する。続くステップ２７で、上
述したように検出結果のデフォーカス量に信頼性があるか否かを判定し、信頼性なしと判
定された場合または焦点検出不能な場合にはステップ３０へ進み、リトライフラグに１が
設定されているか否かを判定する。リトライフラグに１が設定されている場合、つまり焦
点検出不能と判定されて再度焦点検出を実行した場合には、これ以上焦点検出を行っても
信頼性のある検出結果が得られないと判断し、ステップ３２へ進んで検出不能時のレンズ
駆動量、例えば多くの撮影において頻繁に設定される撮影距離までのレンズ駆動量を算出
してステップ２９へ進む。一方、リトライフラグに１が設定されていない場合は、ステッ
プ３１でリトライフラグに１を設定した後、もう一度焦点検出を行うためにステップ２３
へ戻り、焦点検出のための撮像を行って焦点検出信号を取得する。
【００３１】
　検出結果のデフォーカス量に信頼性がある場合はステップ２８へ進み、デフォーカス量
に基づいて目標合焦位置までのレンズ駆動量を算出する。そして、ステップ２９で駆動回
路８によりフォーカシングレンズ１ｃを目標合焦位置まで駆動する。焦点調節後、図１０
のステップ７へリターンし、図１３に示す撮影サブルーチンを実行し、撮影を行う。
【００３２】
　図１３に示す撮影サブルーチンのステップ４１において撮像兼焦点検出素子２により撮
像を行い、続くステップ４２で撮像兼焦点検出素子２から信号処理回路３およびＡ／Ｄコ
ンバーター４を介して画像信号および焦点検出信号を取得する。ステップ４３では今回の
撮影時に取得した焦点検出信号をメモリ１０ｂに記憶し、焦点検出信号の履歴データを更
新する。次に、ステップ４４において、画像処理回路５で今回の撮影で取得した画像信号
と焦点検出信号に対してホワイトバランスなどの各種補正処理を施すとともに、焦点検出
用画素の出力（焦点検出信号）を周辺の撮像用画素の出力（画像信号）で補間し、被写体
像データを生成する。ステップ４５で被写体像データを記録装置６に記録する。そして、
撮影終了後、図１０のステップ８へリターンする。
【００３３】
　図１０のステップ８で連続撮影カウンターをインクリメントし、ステップ９へ進む。ス
テップ９では操作部材１１のレリーズ半押しスイッチがオンしているか否かを判別し、オ
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ンしているときはステップ１へ戻って上述した処理を繰り返し、オフしているときは撮影
動作を終了する。
【００３４】
　図１４は、従来のカメラの連続撮影動作と上述した一実施の形態のカメラの連続撮影動
作とを比較したタイムチャートである。従来のカメラでは、撮像兼焦点検出素子で焦点検
出のための撮像を行って焦点検出信号に基づき焦点検出を行い（ａ１）、次にその焦点検
出結果に基づき撮影レンズの焦点調節を行い（ａ２）、その後、撮像兼焦点検出素子によ
り撮影のための撮像を行って被写体像を生成する（ａ３）。図１４（ａ３）に示す撮影動
作において、（１）、（２）、（３）、・・は撮影枚数を示す。従来のカメラでは撮影ご
とに上述した（ａ１）～（ａ３）の処理を繰り返している。つまり、従来のカメラでは撮
影のための撮像と焦点検出のための撮像とを別個に行っている。
【００３５】
　これに対し一実施の形態のカメラでは、最初に撮像兼焦点検出素子で焦点検出のための
撮像を行って焦点検出信号に基づき焦点検出を行い（ｂ１）、次にその焦点検出結果に基
づき撮影レンズの焦点調節を行い（ｂ２）、その後、撮像兼焦点検出素子により（１）枚
目の撮影と焦点検出のための撮像を行い、被写体像を生成するとともに焦点検出を行う（
ｂ１）。次に（１）枚目の撮影時の焦点検出結果に基づき撮影レンズの焦点調節を行う（
ｂ２）。図１４（ｂ１）に示す焦点検出／撮影動作において、（１）、（２）、（３）、
・・は撮影枚数を示す。一実施の形態では、最初に焦点検出のための撮像を行った後は、
撮影と焦点検出のための撮像を繰り返す。したがって、一実施の形態のカメラによれば、
従来のカメラに比べ焦点検出のための撮像が不要となり、その分だけ連続撮影時の撮影駒
間隔を短縮でき、従来のカメラの連続撮影よりも高速の連続撮影が可能になる。
【００３６】
　このように、一実施の形態によれば、複数の撮像用画素と、撮影レンズ１の射出瞳上の
対の領域を通過した対の光束を受光する複数の焦点検出用画素２０Ａ、２０Ｂとが平面上
に配列され、撮影レンズ１により結像される像を受光して画像信号を出力する撮像兼焦点
検出素子２と、複数の焦点検出用画素２０Ａ、２０Ｂから出力される対の光束に対応する
対の焦点検出信号の位相差に基づいて撮影レンズ１の焦点調節状態を検出し、撮影レンズ
１の焦点調節を行う位相差ＡＦとを備え、撮像兼焦点検出素子２により焦点検出のための
撮像を行って位相差ＡＦにより焦点調節を行った後に、撮像兼焦点検出素子２により撮影
のための撮像を行って被写体像を取得するデジタルカメラにおいて、撮影時に複数の焦点
検出用画素２０Ａ、２０Ｂから出力される対の焦点検出信号をメモリ１０ｂに記憶すると
ともに、今回の撮影が前回の撮影に続く連続撮影か否かを判定し、連続撮影と判定された
ときは、位相差ＡＦによってメモリ１０ｂから前回の撮影時の対の焦点検出信号を読み出
し、この対の焦点検出信号に基づいて焦点調節を行うようにしたので、連続撮影時の撮影
駒間隔を短縮でき、従来のカメラの連続撮影よりも高速の連続撮影が可能になる。
【００３７】
　また、一実施の形態によれば、連続撮影か否かの判定において、前回の撮影から今回の
撮影までの経過時間を計時し、この経過時間が所定時間未満の場合には連続撮影であると
判定するようにした。さらに、連続撮影モードが設定されている場合には連続撮影である
と判定するようにした。あるいはまた、カメラの変位量を検出し、この変位量が所定量未
満の場合には連続撮影であると判定するようにした。これにより、連続撮影モードが設定
されているときはもちろん、連続撮影モードが設定されていないときでも、同一の主要被
写体に対して撮影条件を変えて短時間に連続撮影を行うとき（オートブラケティング撮影
時）や、同一の主要被写体を捕捉して何枚も撮影する場合に、シャッターチャンスを逃さ
ずに複数枚の写真を素早く撮影することができる。
【００３８】
《一実施の形態の変形例》
　本願発明のデジタルカメラは、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、一眼レ
フデジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラなど、あらゆる種類のデジタルカメラに適
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用でき、上述したような効果を得ることができる。
【００３９】
　上述した一実施の形態では、連続撮影において撮影ごとに焦点検出信号を記憶して履歴
データを更新する例を示したが、焦点検出信号を記憶する代わりに焦点検出演算結果のデ
フォーカス量を記憶し、デフォーカス量の履歴データを構築するようにしてもよい。
【００４０】
　移動被写体を撮影する場合には、過去複数回の撮影時の焦点検出信号またはデフォーカ
ス量の履歴データに基づいて被写体像面の移動速度を求め、シャッターレリーズ時の被写
体像面位置を予測してフォーカシングレンズを予測駆動し、シャッターレリーズ時に移動
被写体にピントが合うように予測駆動オートフォーカスを行うようにしてもよい。このよ
うにすれば、焦点検出信号またはデフォーカス量の履歴データをさらに有効に活用できる
。
【００４１】
　上述した一実施の形態では、焦点検出用画素２０Ａのマイクロレンズ２２に遮光マスク
２４を設け、撮影レンズ１の射出瞳上の対の領域を通過した対の焦点検出用光束２５、２
６を選択的に受光する例を示したが、焦点検出用画素は上述した一実施の形態の構造に限
定されず、撮影レンズ１の射出瞳上の対の領域を通過した対の焦点検出用光束２５、２６
を選択的に受光し、瞳分割型の位相差検出が可能な焦点検出用画素であればどのような構
成でもよい。
【００４２】
　例えば、図１５(ａ)に示すように、遮光マスクで瞳分割を行う代わりにマイクロレンズ
４１ごとに一対の光電変換部４２ａ、４２ｂを設け、撮影レンズの射出瞳の一対の領域を
通過した一対の焦点検出用光束を一対の光電変換部４２ａと４２ｂで選択的に受光するよ
うにしてもよい。一対の光電変換部の形状は図１５(ａ)に示すような矩形に限定されず、
例えば図１５(ｂ)に示すように半円形の一対の光電変換部４３ａ、４３ｂとしてもよい。
さらに、図１５(ｃ)に示すように、マイクロレンズごとに一対の光電変換部４４ａ、４４
ｂの片方を交互に設置し、隣接する一対の焦点検出用画素で撮影レンズの射出瞳の一対の
領域を通過した一対の焦点検出用光束を選択的に受光するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】一実施の形態のデジタルカメラの構成を示す図
【図２】撮像兼焦点検出素子を構成する画素の断面図
【図３】撮像兼焦点検出素子の正面図
【図４】焦点検出用画素列の断面図
【図５】撮影画面の横方向に配置された焦点検出用画素列の詳細図
【図６】撮影画面の縦方向に配置された焦点検出用画素列の詳細図
【図７】焦点検出用画素列から出力される一対の出力信号列を示す図
【図８】焦点検出用画素列から出力される一対の出力信号列を互いにシフトさせて相関量
を算出する方法を説明する図
【図９】一対の焦点検出用信号列の相関量の演算方法と演算結果の信頼性を説明する図
【図１０】一実施の形態の撮影動作を示すフローチャート
【図１１】一実施の形態の連続撮影判定サブルーチンを示すフローチャート
【図１２】一実施の形態の焦点調節サブルーチンを示すフローチャート
【図１３】一実施の形態の撮影サブルーチンを示すフローチャート
【図１４】一実施の形態の連続撮影動作を示すタイムチャート
【図１５】撮像兼焦点検出素子の他の変形例を示す図
【符号の説明】
【００４４】
１　撮影レンズ
２　撮像兼焦点検出素子
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８　駆動回路
１１　操作部材
１２　変位検出器
１０　制御装置
２０　画素
２０Ａ、２０Ｂ　焦点検出用画素
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